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(57)【要約】
　圧縮ガス容器から放出されたガスの圧力を制御するよ
うに構成された圧力調整器と連通している圧縮ガス容器
を備えた、エスプレッソなどの温かい飲料を抽出するた
めの携帯用抽出デバイスが提供される。放出スイッチは
、圧力調整器と連通するように構成され、ユーザによっ
て作動された場合に圧力調整ガスを放出するように構成
されている。水容器は、スイッチがユーザによって作動
された場合に、圧力調整ガスを受けるように構成されて
いる。混合容器は、抽出物質を保持することができ、水
容器と連通するように構成され、また圧力が圧力調整器
を通してガス容器から放出される場合に抽出物質を通過
するために水容器から水を受けるように構成されている
。出口は、抽出する場合に混合容器に入れられた抽出物
質を通して流れる水から生成された抽出製品を放出する
ように構成されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧縮ガス容器と、
　前記圧縮ガス容器に結合され、前記圧縮ガス容器から放出されたガスの圧力を制御する
ように構成された圧力調整器と、
　水容器内への圧縮ガス流を制御する、前記圧力調整器と連通しているバルブと、
　前記圧力調整器に連通している水容器と、
　前記水容器と連通しており、圧力が前記圧力調整器を通してガス容器から放出された場
合にエスプレッソを抽出するために前記水容器から水を受けるように構成された粉末容器
と、
　抽出の時に前記粉末容器に入れられた粉末を通して流れる水から生成されるエスプレッ
ソを放出するように構成された出口と
を備える携帯用エスプレッソ抽出デバイス。
【請求項２】
　前記圧力調整器の制御を受けて、前記圧縮ガスを放出するために前記圧縮ガス容器を穿
刺するように構成された穿刺部材をさらに備える、請求項１に記載の携帯用エスプレッソ
抽出デバイス。
【請求項３】
　前記圧力調整器の制御を受けて、前記圧縮ガスを放出するために前記圧縮ガス容器を穿
刺するように構成された放出バルブをさらに備える、請求項１に記載の携帯用エスプレッ
ソ抽出デバイス。
【請求項４】
　前記圧縮ガス容器は予備圧縮および密封容器であり、前記放出バルブは、圧縮ガスを放
出するために前記容器を穿刺するように構成された穿刺部材である、請求項３に記載の携
帯用エスプレッソ・メーカ。
【請求項５】
　前記圧力調整器は、前記圧縮ガス容器から放出されたガスの圧力を調節するように構成
された手動制御部である、請求項１に記載の携帯用エスプレッソ・メーカ。
【請求項６】
　調整した放出を可能にするために前記圧力調整器に前記圧縮ガスを曝すように構成され
た放出バルブをさらに備える携帯用エスプレッソ抽出デバイスであって、前記バルブは、
前記圧縮ガス源と前記調整器の間ではなく、前記調整器と前記水容器の間にある、請求項
１に記載の携帯用エスプレッソ抽出デバイス。
【請求項７】
　前記圧力調整器は、水容器内の圧力を制御するように構成されている、請求項１に記載
の携帯用エスプレッソ・メーカ。
【請求項８】
　前記圧力調整器は、前記圧縮ガス容器から放出された圧力を制御するように構成されて
いる、請求項１に記載の携帯用エスプレッソ・メーカ。
【請求項９】
　前記圧力調整器は、前記粉末容器内への前記水容器からの水の調整した移動を行うため
に、前記水容器内の圧力を増減させるように構成されている、請求項７に記載の携帯用エ
スプレッソ・メーカ。
【請求項１０】
　前記圧力調整器は、調整した方法で前記粉末容器内へ前記水容器から水を移動させるよ
うに、水容器内の圧力を制御するように構成されている、請求項１に記載の携帯用エスプ
レッソ・メーカ。
【請求項１１】
　調整した方法で前記粉末容器内に運ばれた前記水を分配するように構成された水分配器
をさらに備える、請求項１０に記載の携帯用エスプレッソ・メーカ。
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【請求項１２】
　前記粉末容器内に入れられた粉末の表面上に移動させた水を均一に分配するために、調
整した方法で前記粉末容器内に運ばれた前記水を分配するように構成された水分配器をさ
らに備える、請求項１０に記載の携帯用エスプレッソ・メーカ。
【請求項１３】
　所定の状態で、前記水容器以外の位置に加圧ガスを放出するように構成された安全放出
バルブをさらに備える、請求項１に記載の携帯用エスプレッソ・メーカ。
【請求項１４】
　前記水容器は水を加えるための取外し可能な蓋を有する、請求項１に記載の携帯用エス
プレッソ・メーカ。
【請求項１５】
　少なくとも１つのアクセス蓋をさらに備える携帯用エスプレッソ・メーカであって、前
記安全放出バルブは、前記蓋が取り外された場合に、圧力が前記圧縮ガス容器から放出さ
れるのを防ぐように構成されている、請求項１に記載の携帯用エスプレッソ・メーカ。
【請求項１６】
　前記コーヒー容器は、コーヒー粉末を加えるための取外し可能な蓋を有する、請求項１
に記載の携帯用エスプレッソ・メーカ。
【請求項１７】
　前記水容器および粉末容器は、結合されており、隣接する開口部を有する携帯用エスプ
レッソ・メーカであって、水および粉末を加えるために前記隣接する開口部へのアクセス
を与える取外し可能な蓋をさらに備える、請求項１に記載の携帯用エスプレッソ・メーカ
。
【請求項１８】
　少なくとも１つのアクセス蓋をさらに備える携帯用エスプレッソ・メーカであって、前
記安全放出バルブは、前記蓋が取り外された場合に、圧力が前記圧縮ガス容器から放出さ
れるのを防ぐように構成されている、請求項１３に記載の携帯用エスプレッソ・メーカ。
【請求項１９】
　前記水を前記粉末容器内に押し込むのではなく、沸騰湯によって生成される蒸気を放出
するために沸騰湯で満たされている場合に、前記水容器への排出口としても働く二次ポー
トを前記バルブ内にさらに備える、請求項１に記載の携帯用エスプレッソ・メーカ。
【請求項２０】
　前記水容器を覆うアクセス蓋をさらに備えた携帯用エスプレッソ・メーカであって、前
記バルブ内の二次ポートはまた、前記水を前記粉末容器内に押し込むのではなく、沸騰湯
によって生成される蒸気を放出するために沸騰湯で満たされている場合に、前記水容器へ
の排出口としても働く、請求項１に記載の携帯用エスプレッソ・メーカ。
【請求項２１】
　前記二次ポートは、前記水容器の上部の前記アクセス蓋の安全開口を可能にするように
、抽出プロセスの終わりに閾値より上の過剰圧力を放出するための排出口として働く、請
求項２０に記載の携帯用エスプレッソ・メーカ。
【請求項２２】
　前記水容器に向かった前記調整器からの圧縮ガスの不測の放出を防ぎ、前記バルブは前
記蓋が完全に下に押された場合にのみ、圧縮ガス流を可能にする安全バルブをさらに備え
る、請求項１９に記載の携帯用エスプレッソ・メーカ。
【請求項２３】
　前記水容器に向かった前記調整器からの圧縮ガスの不測の放出を防ぐ一方向安全バルブ
をさらに備えた、請求項１９に記載の携帯用エスプレッソ・メーカ。
【請求項２４】
　前記水容器に向かった前記調整器からの圧縮ガスの不測の放出を防ぎ、前記蓋が前記水
容器の外側のガスの流れを防ぐために完全に閉じられた場合にのみ、圧縮ガスが流れるの
を可能にするように構成されている一方向安全バルブをさらに備えた、請求項１９に記載
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の携帯用エスプレッソ・メーカ。
【請求項２５】
　前記水容器に向かった前記調整器からの圧縮ガスの不測の放出を防ぐ一方向安全バルブ
をさらに備えた、請求項１９に記載の携帯用エスプレッソ・メーカ。
【請求項２６】
　抽出されたエスプレッソが注がれる領域を照らすように構成された便利ライトをさらに
備えた、請求項１に記載の携帯用エスプレッソ・メーカ。
【請求項２７】
　少なくとも１つのアクセス蓋をさらに備えた携帯用抽出デバイスであって、前記安全放
出バルブは、前記蓋が取り外された場合に、圧力が前記圧縮ガス容器から放出されるのを
防ぐように構成されている、請求項１７に記載の携帯用抽出デバイス。
【請求項２８】
　抽出されたエスプレッソが注がれる領域を照らすように構成された便利ライトをさらに
備えた、請求項１に記載の携帯用エスプレッソ・メーカ。
【請求項２９】
　前記混合容器内に保持された粉末を覆うように構成された第１の蓋と、前記水容器内に
保持された水を覆うように構成された第２の蓋とをさらに備えた、請求項１に記載の携帯
用エスプレッソ・メーカ。
【請求項３０】
　１つの密封可能カバーの下で前記混合容器内に保持された粉末を覆い、第２の密封可能
カバーの下で前記水容器内に保持された水を覆うように構成された二重密封蓋をさらに備
えた、請求項１に記載の携帯用エスプレッソ・メーカ。
【請求項３１】
　前記水容器内への放出されたガスの流れをよくするために、前記圧縮ガス容器から放出
されたガスを温めるように構成された熱交換器をさらに備えた、請求項１に記載の携帯用
エスプレッソ・メーカ。
【請求項３２】
　圧縮ガス容器と、
　前記圧縮ガス容器に結合され、前記圧縮ガス容器から放出されたガスの圧力を制御する
ように構成された圧力調整器と、
　前記圧力調整器と連通しており、ユーザによって作動された場合に圧力調整ガスを放出
するように構成された放出スイッチと、
　前記スイッチがユーザによって作動された場合に前記圧力調整ガスを受けるように構成
された水容器と、
　前記水容器と連通する抽出物質を有し、圧力が前記圧力調整器を通して前記ガス容器か
ら放出された場合に前記抽出物質を通過するために前記水容器から水を受けるように構成
された混合容器と、
　抽出する場合に、前記混合容器内に入れられた前記抽出物質を通して流れる水から生成
される抽出製品を放出するように構成された出口と
を備えた携帯用抽出デバイス。
【請求項３３】
　前記圧力調整器の制御を受けて、前記圧縮ガス容器から前記圧縮ガスを放出するように
構成されたガス放出機構をさらに備えた、請求項３２に記載の携帯用抽出デバイス。
【請求項３４】
　前記ガス放出機構は、前記圧力調整器の制御を受けて、圧縮ガスを放出するように構成
されている、請求項３３に記載の携帯用抽出デバイス。
【請求項３５】
　ガス放出機構は、前記圧縮ガス容器にアクセスするように構成されており、前記放出ス
イッチが前記圧力調整器によって管理された圧縮ガスを放出することが可能になる、請求
項３３に記載の携帯用抽出デバイス。
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【請求項３６】
　前記圧縮ガス容器は予備圧縮および密封容器であり、前記放出バルブは、圧縮ガスを放
出するために前記容器を穿刺するように構成された穿刺部材である、請求項３３に記載の
携帯用抽出デバイス。
【請求項３７】
　前記圧力調整器は、前記圧縮ガス容器から放出されたガスの圧力を調節するように構成
された手動制御部である、請求項３２に記載の携帯用抽出デバイス。
【請求項３８】
　前記圧力調整器は、水容器内の圧力を制御するように構成されている、請求項３２に記
載の携帯用抽出デバイス。
【請求項３９】
　前記圧力調整器は、前記粉末容器内への前記水容器からの水の調整した移動を行うため
に、水容器内の圧力を増減させるように構成されている、請求項３２に記載の携帯用抽出
デバイス。
【請求項４０】
　前記圧力調整器は、調整した方法で前記粉末容器内へ前記水容器から水を移動させるた
めに、水容器内の圧力を制御するように構成されている、請求項３２に記載の携帯用抽出
デバイス。
【請求項４１】
　調整した方法で前記粉末容器内に運ばれた前記水を分配するように構成された水分配器
をさらに備えた、請求項４０に記載の携帯用抽出デバイス。
【請求項４２】
　前記粉末容器内に入れられた粉末の表面上に移動させた水を均一に分配するために、調
整した方法で前記粉末容器内に運ばれた前記水を分配するように構成された水分配器をさ
らに備えた、請求項４０に記載の携帯用抽出デバイス。
【請求項４３】
　所定の状態において前記水容器以外の位置に加圧ガスを放出するように構成された安全
放出バルブをさらに備えた、請求項３２に記載の携帯用抽出デバイス。
【請求項４４】
　前記水容器は、水を加えるための取外し可能な蓋を有する、請求項３２に記載の携帯用
抽出デバイス。
【請求項４５】
　少なくとも１つのアクセス蓋をさらに備えた携帯用抽出デバイスであって、前記安全放
出バルブは、前記蓋が取り外された場合に、圧力が前記圧縮ガス容器から放出されるのを
防ぐように構成されている、請求項４４に記載の携帯用抽出デバイス。
【請求項４６】
　前記コーヒー容器は、コーヒー粉末を加えるための取外し可能な蓋を有する、請求項３
２に記載の携帯用抽出デバイス。
【請求項４７】
　前記水容器および粉末容器は、結合されており、隣接する開口部を有する携帯用抽出デ
バイスであって、水および粉末を加えるために前記隣接する開口部へのアクセスを与える
取外し可能な蓋をさらに備えた、請求項３２に記載の携帯用抽出デバイス。
【請求項４８】
　少なくとも１つのアクセス蓋をさらに備えた携帯用抽出デバイスであって、前記安全放
出バルブは、前記蓋が取り外された場合に、圧力が前記縮ガス容器から放出されるのを防
ぐように構成されている、請求項４２に記載の携帯用抽出デバイス。
【請求項４９】
　抽出されたエスプレッソが注がれる領域を照らすように構成された便利ライトをさらに
備えた、請求項３２に記載の携帯用エスプレッソ・メーカ。
【請求項５０】
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　前記混合容器内に保持された粉末を覆うように構成された第１の蓋と、前記水容器内に
保持された水を覆うように構成された第２の蓋とをさらに備えた、請求項３２に記載の携
帯用エスプレッソ・メーカ。
【請求項５１】
　１つの密封可能カバーの下で前記混合容器内に保持された粉末を覆い、第２の密封可能
カバーの下で前記水容器内に保持された水を覆うように構成された二重密封蓋をさらに備
えた、請求項３２に記載の携帯用エスプレッソ・メーカ。
【請求項５２】
　前記水容器内への放出されたガスの流れをよくするために、前記圧縮ガス容器から放出
されたガスを温めるように構成された熱交換器をさらに備えた、請求項３２に記載の携帯
用エスプレッソ・メーカ。
【請求項５３】
　圧縮ガス容器と、
　前記圧縮ガス容器に結合され、前記圧縮ガス容器から放出されたガスの圧力を制御する
ように構成された圧力調整器と、
　水容器内への圧縮ガス流を制御する、前記圧力調整器に連通しているバルブと、
　前記水を前記粉末容器内に押し込むのではなく、沸騰湯によって生成される蒸気を放出
するために沸騰湯で満たされている場合に、前記水容器への排出口としても働くバルブ内
の二次ポートであって、この排出口は前記水容器の上部の前記蓋の安全開口を可能にする
ように、抽出プロセスの終わりに過剰圧力を放出する二次ポートと、
　前記水容器に向かった前記調整器からの圧縮ガスの不測の放出を防ぎ、前記蓋が完全に
押し下げられた場合にのみ圧縮ガス流を可能にする安全一方向バルブと、
　前記圧力調整器に連通している水容器と、
　前記水容器と連通しており、圧力が前記圧力調整器を通してガス容器から放出された場
合にエスプレッソを抽出するために前記水容器から水を受けるように構成された粉末容器
と、
　抽出の時に前記粉末容器に入れられた粉末を通して流れる水から生成されるエスプレッ
ソを放出するように構成された出口と
を備えた携帯用エスプレッソ抽出デバイス。
【請求項５４】
　加熱素子は、前記水容器内の前記水を加熱する電源に接続させることができる、請求項
５３に記載の携帯用エスプレッソ・メーカ。
【請求項５５】
　前記加熱素子は、前記水容器内の前記水を加熱する携帯用電源を備える、請求項５３に
記載の携帯用エスプレッソ・メーカ。
【請求項５６】
　前記加熱素子は、前記水容器内の前記水を加熱する携帯用電源を備える、請求項５３に
記載の携帯用エスプレッソ・メーカ。
【請求項５７】
　圧縮ガス容器と、
　前記圧縮ガス容器に結合され、前記圧縮ガス容器から放出されたガスの圧力を制御する
ように構成された圧力調整器と、
　水容器内への圧縮ガス流を制御する、前記圧力調整器に連通しているバルブと、
　前記水を前記粉末容器内に押し込むのではなく、沸騰湯によって生成される蒸気を放出
するために沸騰湯で満たされている場合に、前記水容器への排出口としても働き、前記水
容器の上部の前記蓋の安全開口を可能にするように、抽出プロセスの終わりに過剰圧力を
放出するバルブ内の二次ポートと、
　前記水容器に向かった前記調整器からの圧縮ガスの不測の放出を防ぎ、前記蓋が完全に
押し下げられた場合にのみ圧縮ガス流を可能にする安全一方向バルブと、
　水を保持するように構成され、前記圧力調整器に連通している水容器と、
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　エスプレッソ粉末を保持するように構成され、前記水容器と連通し、圧力が前記圧力調
整器を通してガス容器から放出された場合にエスプレッソを抽出するために前記水容器か
ら水を受けるように構成され、前記水容器から前記粉末を通して水を運ぶ粉末容器と、
　抽出の時に前記粉末容器に入れられた粉末を通して流れる水から生成されるエスプレッ
ソを放出するように構成された出口と
を備えた携帯用エスプレッソ抽出デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、典型的には、幅広い範囲のコーヒー系飲料で使用される、エスプレッソなど
の温かい飲料を作るまたは抽出するための便利なデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　多くのコーヒー・メーカおよび抽出デバイスが、当技術分野に存在し、このようなデバ
イスは、長い期間にわたってコーヒー・ショップ、カフェ、および他の機関で利用されて
きた。特に、エスプレッソを入れるデバイスは特別な特徴を享受し、エスプレッソ愛好者
は、独自の抽出（ブリューイング）プロセスによる泡のクレマ・トップ仕上げを有する風
味のある製品につながる特別なコーヒー飲料を享受することが可能である。
【０００３】
　優れたエスプレッソは、砂糖を必要とすることなく甘くなり得、火傷することなく飲む
ことができ、数時間続く豊かな味を残す。これらの品質全てを達成することができるエス
プレッソは、焼けたまたは苦い味の展開のための時間を認めない、高い作業圧力により挽
いたコーヒーからの味の多くを迅速かつ徹底的に抽出処理することによって作られる。こ
れにより、挽いたコーヒー豆からエッセンシャル・オイルが抽出され、クレマの強烈な味
、香りおよび色につながる。これらの同じ品質はまた、得られるコーヒーの大部分を形成
する抽出された液体に与えられる。コーヒー粉末内に捕捉された二酸化炭素の放出により
、パレットを覆う細かく泡立てられたクレマを作り出し、コーヒー自体が消費された後に
長く風味を与え続ける。
【０００４】
　優れたエスプレッソおよびそれに伴うクレマを生成するための科学的および物理的要件
は、当業者によく知られている。これらは、約１３０ｐｓｉ～１４５ｐｓｉ（９～１０バ
ール）の高い圧力を含んでいるが、これは例えばＮｅｓｐｒｅｓｓｏ（登録商標）ブラン
ドにより市販されているものなどの機械に関して２４０ｐｓｉ（１９バール）の高さにま
で変更することができる。水温は典型的には、１９７°Ｆ～２０５°Ｆ（９２～９６℃）
であるべきであり、コーヒー豆は、できるだけ抽出時間ちょうど近くに新しく焙煎し挽く
べきである。コーヒー粉末を通して熱湯を流すことによるエスプレッソ抽出処理は、２５
～３０秒未満であるべきである。これらの要件のいずれかを満たすことができない場合、
風味が足りない、味が苦すぎる、または部分的にまたは全体的に十分なクレマが足りない
コーヒーにつながる可能性がある。水温を制御することができる。典型的には、準備され
る熱湯は海面での水の自然の沸点に近いので、優れたエスプレッソを製造するのに必要な
一定の圧力を運ぶために使用することができる。また、幅広いエスプレッソ機械（エスプ
レッソ・マシン）設計が提案または製造されているが、効果的な携帯用エスプレッソ・メ
ーカの必要がまだある。
【０００５】
　最初のエスプレッソ機械（マシン）は、背の高い熱湯の柱の底部で圧力を作り出すこと
に頼っていた。蒸気圧を使用して、高位置にある配管システム内に水を押し上げ、その後
、エスプレッソ粉末を通してカップ内に落としていた。その寸法および精巧な配管のため
、これは非現実的な設計であり高価であった。
【０００６】
　エスプレッソ機械内で作り出された圧力を容易に制御し、正しい温度で水の便利な供給
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を行い、より実用的で寸法のパッケージ全体を提供するために、現在のエスプレッソ・メ
ーカはほとんど常に電動である。設計は多くの変更形態があるが、一般に、数杯のエスプ
レッソを作るのに十分な水を保持することができるボイラと、水加熱器ユニット、送水ポ
ンプ、およびコーヒー粉末を保持するための「ポータフィルタ・グループ」とを備えてい
る。この設計はまた、牛乳を加熱し泡立てるためのスチーム管、より高価な機械では、ス
チーム管の代わりに蒸気を生成するための専用の別個のケトルを含むことができる。
【０００７】
　内部湯沸器、任意選択の二次蒸気ボイラ、および高圧送水ポンプを加熱するために電気
が使用される。送水ポンプは、水をボイラから、ポータフィルタ・バスケット（典型的に
は、「捩り」動作を使用して機械に取り付けられているような、コーヒー粉末を保持する
取外し可能な容器）内に圧縮された（「詰められた」）、またはポータフィルタ内にある
「ポッド」内に、またはネスプレッソ機械の場合その独自の使い捨てアルミ・ポッドに入
れられたいずれかの細かいコーヒー粉末を通して押し出す。より小さい機械では、電気ポ
ンプにより、かなりの騒音が起こる。この騒音は、より大きな機械では隠される、または
忙しいレストランまたはカフェの背景騒音によって隠される。
【０００８】
　また、設計によってコーヒー豆から十分な風味化合物およびエッセンシャル・オイルを
抽出処理するのに必要な作業圧力を得ることが不可能である「Ｅｓｐｒｅｓｓｏ」能力を
主張する多くのデバイスがある。
【０００９】
　湯沸器および高圧送水ポンプおよびその必要なパイプ、圧力バイパス・バルブおよび他
の工業的要求は、大きく重い傾向があるので、多くのエスプレッソ機械は、かなりかさば
り重い傾向がある。これらは例えば、バックパックの内側に容易に合うものではなく、お
そらく持ち運ぶ場合には容易に持ち運ぶには重過ぎる可能性がある。
【００１０】
　しかし、携帯用エスプレッソ・メーカに対する市場は存在し、今日まで、蒸気発電Ｍｏ
ｋａポット、水膨張デバイス、手動送水ポンプ・デバイス、手動空気ポンプ・デバイス、
および他のデバイスを含む、いくつかの分類のデバイスによって供給されてきた。
【００１１】
　Ｍｏｋａポットは、加熱された水をコーヒー粉末を通して押し込むのに低い蒸気圧に頼
っている。結果はしばしばエスプレッソとは呼ばれるが、低い作業圧力により本物のクレ
マを作り出すことができない。より正確には、強いコーヒーと考えることができる。Ｍｏ
ｋａポットは、垂直に配置された３つの密封チャンバからなる。中間チャンバは、細いパ
イプによって互いのチャンバに接続されている。水は、底部チャンバ内で加熱され、ここ
で蒸気のヘッドを展開する。これにより、水は中間チャンバ内に押し込まれ、ここでコー
ヒー粉末が保管される。水はコーヒー粉末を通過し、蒸気の連続放出によって最低チャン
バから上側チャンバ内に押し込まれ、ここで貯蔵されて、オペレータによる注入を待つ。
初めのＭｏｋａポットは、その熱を与えるためにストーブが必要であったが、独自の加熱
素子を備えたもの、および上部チャンバがなく、その代わりに飲料が消費されるのを待つ
エスプレッソ・カップなどの容器内に直接注入するように、逆Ｕ字形に上側パイプを延ば
したものを含む、Ｍｏｋａポットのいくつかの変更形態がまた作り出されている。（この
最後のデバイスは特許が与えられている。）この分類のデバイスは全て、外部または内蔵
のいずれかの熱源の上部で操作しなければならない。その蒸気ベース設計は、クレマ生成
に必要な圧力がない。
【００１２】
　水膨張デバイス（これも特許が与えられている）は原則的に、作業圧力を与えるように
加熱された場合に膨張する水の特性を利用するという点を除いて、蒸気発電Ｍｏｋａポッ
トと同様である。これらのデバイスはまた、連続した高い作業圧力がないという問題があ
る。
【００１３】
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　手動送水ポンプ機械は、大きなハンドルに取り付けられた単一ストローク・ピストン・
ポンプを使用する。ユーザは、ピストンを熱湯を保持するチャンバ内に押し込む、したが
ってその水を粉末を通して押すために、一定の動作でハンドルを引き下げる。これらの機
械は、大きく重い傾向があり、操作するのにかなりの技量が必要である。適切な作業圧力
に到達することができない、より小さい代替物が開発された。
【００１４】
　最新の分類のデバイスは、手動空気ポンプ機械である。貯蔵圧力および連続圧力デバイ
スと呼ぶ、２つのタイプのこのようなデバイスがある。Ｈａｎｄｐｒｅｓｓｏなどの貯蔵
圧力デバイスは、空気を小さな貯蔵シリンダ内に圧縮するために、自転車のタイヤを膨張
させるために使用されるものと同様のポンプを使用する。シリンダが十分な圧力に到達す
ると、その貯蔵されたガスは、熱湯を入れたチャンバ内に放出される。熱湯はその後、圧
力をかけて、コーヒー粉末を入れた第２のチャンバを通してそこから飲料容器内に放出さ
れる。Ｈａｎｄｐｒｅｓｓｏでエスプレッソを生成するのに十分な加圧ガス充填を作り出
すには、ポンプ・ハンドルの約４０ストロークが必要である。このような激しい労力にも
関わらず、デバイスは作業圧力が急速に低下するので、生成されたエスプレッソは問題が
ある。最適なエスプレッソ生成には、２５～３０秒の抽出処理プロセス全体を通して連続
した高い圧力が必要である。
【００１５】
　Ｐｒｅｖａなどの連続圧力デバイスは、手動で駆動されるピストン空気ポンプを熱湯を
入れたチャンバに直接取り付ける。ユーザがデバイスの操作を始めるとすぐに、チャンバ
の底部を通して圧力を放出し始め、それによって水をコーヒー粉末を通して押し込む。少
量の圧力だけが、Ｐｒｅｖａによって蓄積され、得られる飲料は優れたエスプレッソの品
質のほとんどを欠いている。全ての水が放出された後にオペレータが汲み上げ続けると、
空気はコーヒー粉末内に貯蔵された水と混合し、コーヒーの上部に僅かな泡として出てく
る。この泡は、クレマと同じではない。
【００１６】
　今までのところ、優れた品質のエスプレッソ生成のための正しい作業圧力は、大きな手
動ポンプまたは水ポンプ駆動の解決法で達成されるだけであった。エスプレッソ機械の寸
法、その電気要件、および内部水加熱器の使用により、同じ方法に基づく携帯用ユニット
の設計が妨げられる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　外部電力の必要のない携帯用エスプレッソ機械を作るために、新しい設計を開発する必
要がある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　以下の表１は、理想的な圧力プロファイルに対する、異なる分類の機械のエスプレッソ
抽出処理プロセス全体を通した作業圧力プロファイルの違いを示している。
【００１９】
　Ｈａｎｄｐｒｅｓｓｏデバイスは、圧力容器の小さな寸法および約１３０ＰＳＩの最大
圧力によりその初期圧力を達成している。圧力は、圧縮空気が水容器内に放出されると急
速に下がる。
【００２０】
　Ｐｒｅｖａデバイスは、任意の正圧が達成されるとすぐに、水容器内に汲み上げられた
圧縮空気が水を粉末内に押し込むので、エスプレッソを抽出処理するのに必要な圧力を達
成しない。パルス圧力プロファイルは、コーヒーが分配されるまで、ユーザが必要とする
連続汲み上げ動作によるものである。
【００２１】
　Ｅｓｐｒｅｓｓｏ曲線は、高品質のエスプレッソ風味およびクレマを得るのに必要な、
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正しい圧力プロファイルを示している。Ｅｓｐｒｅｓｓｏプロファイルに対する特定の圧
力は±２０ｐｓｉ変化することがあるが、これは専門的および高性能消費者エスプレッソ
機械内で得られる典型的なプロファイルである。
【００２２】
【表１】

【００２３】
　したがって、携帯用であり、使用が容易であり、また上質のエスプレッソ飲料を入れる
改良型エスプレッソ機械に対する必要性が当技術分野にある。分かるように、本発明は、
優れた方法でこのようなデバイスおよび関連する方法を提供し、また他の飲料への代替使
用を行う。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明により構成された携帯用抽出デバイスの線図である。
【図２Ａ－２Ｂ】本発明により構成された携帯用抽出デバイスの線図である。
【図２Ｃ－２Ｄ】本発明により構成された操作スイッチの詳細図である。
【図２Ｅ】本発明により構成されたデバイスの操作を示すフロー・チャートである。
【図２】異なる蓋の構成、および粉末を保持するためのチャンバまたは容器、また水を保
持するチャンバまたは容器を密封するための密封構成を示す図である。
【図３】異なる蓋の構成、および粉末を保持するためのチャンバまたは容器、また水を保
持するチャンバまたは容器を密封するための密封構成を示す図である。
【図４Ａ】異なる蓋の構成、および粉末を保持するためのチャンバまたは容器、また水を
保持するチャンバまたは容器を密封するための密封構成を示す図である。
【図４－１】本発明により構成された携帯用抽出デバイスの線図である。
【図４－２】本発明により構成された携帯用抽出デバイスの線図である。
【図４－３】本発明により構成された携帯用抽出デバイスの線図である。
【図４－４】本発明により構成された携帯用抽出デバイスの線図である。
【図５】本発明により構成されたデバイスの商業的実施形態を示す図である。
【図６】本発明により構成されたデバイスの商業的実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明の以下の詳細な説明では、多くの特定の詳細が、本発明を徹底的に理解するため
に記載されている。しかし、これらの特定の詳細なしに本発明を実施することができるこ
とは、当業者には自明のことであろう。他の例では、発明の態様を不必要に曖昧にしない
ように、よく知られている方法、処置、構成要素、および要素は、詳細には記載されてい
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ない。
【００２６】
　本発明の構成要素は、全体的に記載され、本明細書の図に図示されているように、幅広
い異なる構成で配置および設計することができることがすぐに理解されよう。したがって
、図で表されるような、本発明の装置および方法の実施形態の以下のより詳細な説明は、
請求するような、発明の範囲を制限することを意図したものではなく、本発明の選択した
実施形態を単に表すものである。
【００２７】
　本発明は、当技術分野の最新技術に応じて、特に現在市販されているエスプレッソおよ
び他の飲料抽出方法および構造によってまだ完全には解決されていない、当技術分野にお
ける問題および需要に応じて開発された。したがって、本発明は、エスプレッソを携帯的
に抽出する新規の装置および方法を提供するために開発された。本発明の特徴および利点
は、以下の説明および添付する特許請求の範囲およびその同等物、また任意のその後の特
許請求の範囲または提示した補正からより完全に明らかになる、または以下に記載するよ
うな本発明の実施によって習得することができる。
【００２８】
　以下の説明は、熱湯を備えた粉にしたコーヒーからのエスプレッソ抽出物の生成に関連
する特定の詳細を与えているが、本発明は、風味液体、粉末にした紅茶、ハーブおよびス
パイス、および抽出液および必要な抽出物の任意の他の組合せを含む、任意の適切な液体
を使用して任意の適切なベース製品からの抽出処理を行うために使用することができる。
【００２９】
　本発明は、抽出処理のために必要な圧力が、圧縮ガス容器内に貯蔵され、圧力調整器で
制御され、飲料を作るのに必要な熱湯を入れた水容器に供給される、粉にしたコーヒー（
または「抽出混合物」）からエスプレッソ飲料を抽出処理するために作業圧力を導き出す
携帯用エスプレッソ・メーカとして図示および記載されている携帯用飲料メーカを提供す
る。他の飲料を、この方法から抽出することができ、本発明により構成された携帯用デバ
イスは、汎用のホット飲料デバイスを有するような多くの多様な応用例を有することがで
きる。あるいは、エスプレッソのみを抽出する、または紅茶などを抽出するだけの特殊デ
バイスであってもよい。当業者は、本発明の順応性、および本発明の要素を含む有用な製
品を製造、使用または販売する能力が分かるであろう。しかし、本発明は任意の特定の応
用例に限るものではなく、添付の特許請求の範囲内で具体化される全ての同等物にまでわ
たる。
【００３０】
　一般に、本発明は、本明細書に図示および説明するように、様々な範囲でデバイスおよ
び方法を提供する。
【００３１】
　一実施形態では、圧縮ガス容器から放出されるガスの圧力を制御するように構成された
圧力調整器と連通する圧縮ガス容器を備えた、エスプレッソなどのホット飲料を抽出する
携帯用抽出デバイスが提供される。放出スイッチは、圧力調整器と連通するように構成さ
れており、ユーザによって作動される場合に圧力調整ガスを放出するように構成されてい
る。水容器は、スイッチがユーザによって作動された場合に、圧力調整ガスを受けるよう
に構成されている。混合容器は、抽出物質を保持することができ、水容器と連通するよう
に構成され、また圧力が圧力調整器を通してガス容器から放出される場合に抽出物質を通
過するために水容器から水を受けるように構成されている。出口は、抽出する場合に混合
容器に入れられた抽出物質を通して流れる水から製造される抽出製品を放出するように構
成されている。
【００３２】
　一実施形態では、デバイスは、圧力調整器の制御を受けて、圧縮ガスを放出するために
圧縮ガス容器を穿刺するように構成された穿刺部材を備えている。放出バルブは、圧力調
整器の制御を受けて、圧縮ガスを放出するために圧縮ガス容器を穿刺するように構成する
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ことができる。
【００３３】
　圧縮ガス容器は、予備圧縮および密封容器であってもよく、放出バルブは、圧縮ガスを
放出するために容器を穿刺するように構成された穿刺部材である。
【００３４】
　圧力調整器は、圧縮ガス容器から放出されたガスの圧力を調節するように構成された手
動制御部であってもよい。
【００３５】
　デバイスはさらに、調整した放出を可能にするために圧力調整器に圧縮ガスを曝すよう
に構成された放出バルブを備えることができる。バルブは、圧縮ガス源と調整器の間に置
くことはできないが、別の方法では調整器と水容器の間に置くことができる。
【００３６】
　圧力調整器は、水容器内の圧力を制御するように構成することができる。圧力調整器は
別の方法では、圧縮ガス容器から放出された圧力を制御するように構成することができる
。圧力調整器は、粉末容器内への水容器からの水の調整した移動を行うために、水容器内
の圧力を増減させるように構成することができる。圧力調整器は、調整した方法で粉末容
器内へ水容器から水を移動させるために、水容器内の圧力を制御するように構成すること
ができる。
【００３７】
　デバイスは、調整した方法で粉末容器内に運ばれた水を分配させるように構成された水
分配器を備えることができ、それによって水は粉末上に均一に分配されて、抽出プロセス
を最適化する。水分配器は、粉末容器内に入れられた粉末の表面上に移動させた水を均一
に分配するために、調整した方法で粉末容器内に運ばれた水を分配するように構成するこ
とができる。
【００３８】
　安全放出バルブは、所定の状態で、水容器以外の位置に加圧ガスを放出するように構成
することができる。また、水容器は水を加えるための取外し可能な蓋を有することができ
る。デバイスはまた、少なくとも１つのアクセス蓋を有することができ、安全放出バルブ
は、蓋が取り外された場合に、圧力が圧縮ガス容器から放出されるのを防ぐように構成さ
れている。コーヒー容器は、別々に、または水容器の上の蓋と共にのいずれかで、コーヒ
ー粉末を加えるための取外し可能な蓋を有することができる。
【００３９】
　別の方法では、熱湯を携帯用デバイス内に供給して、おそらく水容器またはチャンバの
必要性をなくすことができるが、両方とも携帯用デバイス内に共に組み込むことができる
。この意味では、携帯用とは相対的な携帯用を意味することがき、流し台などの熱湯源、
多くの現代の台所で見られる瞬間熱湯蛇口などの固定された水源、または任意の他の熱湯
源に接続しながら、飲料を抽出するためにデバイスを使用することができる。
【００４０】
　水容器および粉末容器は、結合させることができ、隣接する開口部を有することができ
、携帯用エスプレッソ・メーカはさらに、水および粉末を加えるために隣接する開口部へ
のアクセスを与える取外し可能な蓋を備えている。このデバイスはさらに、少なくとも１
つのアクセス蓋を備えることができ、安全放出バルブは、蓋が取り外された場合に、圧力
が圧縮ガス容器から放出されるのを防ぐように構成されている。水を粉末容器内に押し込
むのではなく、沸騰湯によって生成される蒸気を放出するために沸騰湯で満たされている
場合に、水容器への排出口としても働く二次ポートを、バルブ内に含めることができる。
【００４１】
　アクセス蓋は、水容器を覆うことができ、バルブ内の二次ポートはまた、水を粉末容器
内に押し込むのではなく、沸騰湯によって生成される蒸気を放出するために沸騰湯で満た
されている場合に、水容器への排出口としても働くことができる。二次ポートは、水容器
の上部のアクセス蓋の安全開口を可能にするために、抽出プロセスの終わりに閾値より上
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の過剰圧力を放出するように、排出口として働くことができる。
【００４２】
　水容器に向かった調整器からの圧縮ガスの不測の放出を防ぐ安全バルブを、含めること
ができる。バルブは、蓋が完全に下に押された場合にのみ、圧縮ガス流を可能にすること
ができる。これにより、ガスが不意に逃げた場合にユーザが怪我をすることから保護され
る。
【００４３】
　安全バルブは、水容器に向かった調整器からの圧縮ガスの不測の放出を防ぐ一方向安全
バルブであってもよい。一方向安全バルブは、水容器に向かった調整器からの圧縮ガスの
不測の放出を防ぐことができ、一方向バルブは、蓋が水容器の外側のガスの流れを防ぐた
めに完全に閉じられた場合にのみ、圧縮ガスが流れるのを可能にするように構成されてい
る。
【００４４】
　一方向安全バルブは、水容器に向かった調整器からの圧縮ガスの不測の放出を防ぐこと
ができる。
【００４５】
　デバイスは、抽出されたエスプレッソが注がれる領域を照らすように構成された便利ラ
イトを備えることができる。
【００４６】
　デバイスは、少なくとも１つのアクセス蓋を備えることができ、安全放出バルブは、蓋
が取り外された場合に、圧力が圧縮ガス容器から放出されるのを防ぐように構成されてい
る。デバイスは別の方法では、混合容器内に保持された粉末を覆うように構成された第１
の蓋と、水容器内に保持された水を覆うように構成された第２の蓋とを備えることができ
る。あるいは、１つの密封可能カバーの下で混合容器内に保持された粉末を覆い、第２の
密封可能カバーの下で水容器内に保持された水を覆うように構成された二重密封蓋を備え
ることができる。
【００４７】
　デバイスは、水容器内への放出されたガスの流れをよくするために、圧縮ガス容器から
放出されたガスを温めるように構成された熱交換器を備えることができる。
【００４８】
　別の実施形態では、圧縮ガス容器を備え、また圧縮ガス容器に結合され、圧縮ガス容器
から放出されたガスの圧力を制御するように構成された圧力調整器を備えた、携帯用抽出
デバイスが提供される。デバイスはまた、圧力調整器と連通しており、ユーザによって作
動された場合に圧力調整ガスを放出するように構成された放出スイッチと、スイッチがユ
ーザによって作動された場合に圧力調整ガスを受けるように構成された水容器とを備える
ことができる。水容器と連通する抽出物質を保持する能力を有し、圧力が圧力調整器を通
してガス容器から放出された場合に抽出物質を通過するように水容器から水を受けるよう
に構成された混合容器が含まれる。出口は、抽出する場合に、混合容器内に含まれた抽出
物質を通して流れる水から生成される抽出製品を放出するように構成されている。
【００４９】
　デバイスは、圧力調整器の制御を受けて、圧縮ガス容器から圧縮ガスを放出するように
構成されたガス放出機構を備えることができる。ガス放出機構は、圧力調整器の制御を受
けて、圧縮ガスを放出するように構成することができる。ガス放出機構は、圧縮ガス容器
にアクセスするように構成することができ、放出スイッチが圧力調整器によって管理され
た圧縮ガスを放出することが可能になる。
【００５０】
　圧縮ガス容器は、予備圧縮および密封容器であってもよく、放出バルブは、圧縮ガスを
放出するために容器を穿刺するように構成された穿刺部材である。
【００５１】
　圧力調整器は、圧縮ガス容器から放出されたガスの圧力を調節するように構成された手
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動制御部であってもよい。圧力調整器は、水容器内の圧力を制御するように構成すること
ができる。
【００５２】
　圧力調整器は、粉末容器内への水容器からの水の調整した移動を行うために、水容器内
の圧力を増減させるように構成することができる。圧力調整器は、調整した方法で粉末容
器内へ水容器から水を移動させるように、水容器内の圧力を制御するように構成すること
ができる。
【００５３】
　調整した方法で粉末容器内に運ばれた水を分配させるように構成された水分配器を含め
ることができる。水分配器は、粉末容器内に入れられた粉末の表面上に移動させた水を均
一に分配させるように、調整した方法で粉末容器内に運ばれた水を分配するように構成す
ることができる。
【００５４】
　安全放出バルブを含めることができ、所定の状態において水容器以外の位置に加圧ガス
を放出するように構成することができる。
【００５５】
　水容器は、水を加えるための取外し可能な蓋を有することができる。少なくとも１つの
アクセス蓋を設けることができ、安全放出バルブは、蓋が取り外された場合に、圧力が圧
縮ガス容器から放出されるのを防ぐように構成されている。コーヒー粉末を加えるための
取外し可能な蓋を設けることができる。
【００５６】
　水容器および粉末容器は、結合させることができ、隣接する開口部を有することができ
、携帯用エスプレッソ・メーカはさらに、水および粉末を加えるために隣接する開口部へ
のアクセスを与える取外し可能な蓋を備えている。
【００５７】
　デバイスは、少なくとも１つのアクセス蓋を備えることができ、安全放出バルブは、蓋
が取り外された場合に、圧力が圧縮ガス容器から放出されるのを防ぐように構成されてい
る。
【００５８】
　便利ライトは、抽出されたエスプレッソが注がれる領域を照らすように構成することが
できる。
【００５９】
　一実施形態では、第１の蓋は、混合容器内に保持された粉末を覆うように構成すること
ができ、第２の蓋は、水容器内に保持された水を覆うように構成することができる。
【００６０】
　二重密封蓋は、１つの密封可能カバーの下で混合容器内に保持された粉末を覆い、第２
の密封可能カバーの下で水容器内に保持された水を覆うように構成することができる。
【００６１】
　熱交換器は、水容器内への放出されたガスの流れをよくするために、圧縮ガス容器から
放出されたガスを温めるように構成することができる。
【００６２】
　１つまたは複数の加熱素子を提供する一実施形態があってもよい。携帯用抽出デバイス
は、圧縮ガス容器と、圧縮ガス容器に結合され、圧縮ガス容器から放出されたガスの圧力
を制御するように構成された圧力調整器と、圧力調整器と連通しており、ユーザによって
作動された場合に圧力調整ガスを放出するように構成された放出スイッチと、スイッチが
ユーザによって作動された場合に圧力調整ガスを受けるように構成された水容器と、水容
器の温度を上昇させるように構成された加熱素子と、抽出物質を有し、水容器と連通して
おり、圧力がガス容器から圧力調整器を通して放出される場合に抽出物質を通過するため
に水容器から水を受けるように構成された混合容器と、抽出の場合に混合容器内に入れら
れた抽出物質を通して流れる水から製造された抽出製品を放出するように構成された出口
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とを備えることができる。
【００６３】
　加熱素子は、水容器内の水を加熱する電源に接続させることができる。あるいは、加熱
素子は、水容器内の水を加熱する携帯用電源を備えている。加熱素子はまた、水容器内の
水を加熱する携帯用電源を備えることができる。
【００６４】
　さらに別の実施形態は、圧縮ガス容器と、圧縮ガス容器に結合され、圧縮ガス容器から
放出されたガスの圧力を制御するように構成された圧力調整器と、水容器内への圧縮ガス
の流れを制御する圧力調整器と連通しているバルブとを有する携帯用エスプレッソ抽出デ
バイスを提供することができる。また、水を粉末容器内に押し込むのではなく、沸騰湯に
よって生成される蒸気を放出するために沸騰湯で満たされている場合に、水容器への排出
口としても働く二次ポートを、バルブ内に備えることができる。この排出口は、水容器の
上部の蓋の安全な開口を可能にするように、抽出プロセスの終わりに過剰圧力を放出する
。さらに、水容器に向かった調整器からの圧縮ガスの不測の放出を防ぐ一方向安全バルブ
を備えることができる。バルブは、蓋が完全に押し下げられた場合にのみ圧縮ガス流を可
能にし、水容器は圧力調整器と連通し、粉末容器は水容器と連通し、圧力が圧力調整器を
通してガス容器から放出される場合にエスプレッソを抽出するために水容器から水を受け
るように構成されており、出口は抽出の場合に粉末容器に入れられた粉末を通して流れる
水から製造されるエスプレッソを放出するように構成されている。
【００６５】
　図１および断面図１Ａに示す実施形態では、デバイスは、デバイスのハンドル（２０２
）内に保持された圧縮ガス容器（２２２）、穿刺ユニット（２０４）、圧力調整器（２０
６）、２つのポートからなるガス流バルブ・スイッチ（２０８）、安全一方向バルブ（２
３４）、熱湯を保持する水容器（２３０）および一次作業容器（２１８）内に入れられた
粉末コーヒーまたは抽出コーヒー・ポッドを保持する粉末容器（２３２）、水分配器（２
３６）、水容器および粉末容器（２３２）を囲む耐圧蓋、水容器と粉末容器の間で差圧を
維持する２つの別個のシール、一次作業容器（２１０）に対して蓋を密封する係止バヨネ
ット・リング、水運搬パイプ（２４０）、出口システム（２１６）、および２つの分配口
（２１４）を利用していることが分かる。
【００６６】
　図２Ａを参照すると、圧縮ガス容器から水容器２２０を通してこの中への作業方向経路
２５０は、濃く太い線で示されている。
【００６７】
　図２Ｂは、安全モードで使用される逆経路を示しており、熱湯から得られる水容器から
のガス圧力は、経路２５０からデバイスの外側の位置に放出される。過剰圧力が水容器内
に存在し、スイッチが押されない場合に、これが起こる。図２Ｃを参照すると、安全経路
がより詳細に示されている。バルブおよびスイッチ・アセンブリ２６０は、デバイスの本
体内で組み立てることができる。スイッチ・ボタン２０８がユーザによって押されない場
合、ガスが水容器から経路２７３（図２Ｂの経路２５２と同じ）の下に自由に流れるよう
に経路２７３が開かれる。プランジャまたはピストン２６２は、経路から離れて保持され
、ばね２７０またはチャンバ２７１内に配置された他の耐久性機構の圧力で押される。プ
レート２７２は、動作中にチャンバ２７２を密封するようにＯリングでチャンバを終了さ
せるが、安全モードの場合に開かれる。経路は、ガスが経路２６６から経路２６４まで流
れるのを可能にして、ガス圧力が水チャンバからデバイスの外側の位置に放出される。チ
ャンバ２８０は密封されて、圧縮ガス容器に接続された経路２６８を閉じる。これにより
、デバイスが係合されていない場合にガス圧力が中断されて、ボタン２０８は押されない
。ばね２８２は、プランジャまたはピストン２６２を保持して、チャンバ２８０および経
路２６８を閉じるように、Ｏリング２７６に対して接する。
【００６８】
　図２Ｄを参照すると、作業流路２７５が示されており、経路２６８は、図２Ａおよび２
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Ｂに示すように、圧縮ガス容器から水容器までの経路である経路２６６まで流れる。
【００６９】
　本発明により構成されたデバイスは、片手での保持および操作を可能にするその低い重
量、高い携帯性および容易な保管性を可能にするその小さな寸法、および同様の作業圧力
に合う他のエスプレッソ機械より潜在的に手ごろにする、射出成形プラスチックなどの費
用効率の極めて良い構成要素で作られていることにより既存のデバイスを凌ぐ利点を有す
る。図１に示す実施形態では、デバイスはまた、電源なしで使用することもできる。唯一
の必要な外部エネルギーは熱湯、および圧縮ガスを入れたシリンダである。
【００７０】
　圧縮ガス・シリンダは、使い捨ての１回使用タイプ、または多くの方法によって再充填
することができる圧縮ガス・シリンダであってもよく、そのいくつかの例は、エスプレッ
ソ・メーカに内蔵された、またはエスプレッソ・メーカが嵌合することができるスタンド
に内蔵された、または二次シリンダからの圧縮ガスの移動による空気ポンプである。
【００７１】
　使い捨てガス・シリンダが使用される場合、カートリッジを穿刺する方法が必要である
。このような一例は、ｉＳｉブランドの使い捨てガス・カートリッジおよびクリーム・ホ
イップ・メーカである。
【００７２】
　さらに、図示した実施形態での水および粉末容器の水平直線配置は、デバイスが加圧さ
れていない場合に、重力または他のサイフォン効果による粉末容器を通した水容器からの
水の連続流を防ぐ。しかし、本実施形態でのデバイスの蓋の上のシールの配置は、蓋が閉
じられている時に、水容器の上部に小さな正圧を作り出して、粉末容器内へ水パイプ（２
４０）を通して少量の水の流れを作り出す。これは、粉末コーヒーの予備注入を行い、僅
かに膨張し、粉末容器の側部に対して係止することが可能になる。この予備注入は典型的
には、ユーザがエスプレッソを作る準備ができるまで、ちょうど数秒続く。多くの市販の
エスプレッソ機械はまた、予備注入を行う。というのは、コーヒーの膨張により確実に、
エスプレッソの残りに対する水流が始まると、水に対する正しい逆圧が迅速に作り出され
て、理想的な抽出処理を保証するのを助けるからである。安全一方向バルブは、蓋が完全
に密封されると開き、水を粉末容器内にさらに押して、バルブ・スイッチが作動される前
に望ましくないコーヒーのドリップを引き起こす、水容器内の蒸気圧の蓄積を防止する。
【００７３】
　別の実施形態は、ある長さのパイプによって接続された、エスプレッソ容器の前に水チ
ャンバを置く、より伝統的な垂直配置を使用することができる。
【００７４】
　別の実施形態では、エスプレッソ・メーカは、水を加熱する電気システム、および牛乳
を加熱して泡立てる目的で蒸気流を制御する追加の出力システムおよびスイッチを有する
ことができる。電力は、壁面コンセントからの導線を含む複数の方法によって、電池など
の蓄積電荷によって、またはその独自の電気供給を有するベース・スタンドからの接点に
よって提供することができる。電気システムはまた、水がエスプレッソを作る、または蒸
気を作るのに望ましい温度まで加熱された場合を示すように、表示灯または温度読み出し
などの追加の機構をユーザに提供することができる。
【００７５】
　図１に示すエスプレッソ・メーカは、使い捨て単一使用カートリッジを使用するタイプ
のものであり、充電器または電気システムを備えていない。
【００７６】
　図１に示す本発明でエスプレッソを作るためには、ユーザは粉末容器に粉末コーヒーま
たは適切なコーヒー・ポッドを充填する。水容器は、熱湯で充填され、蓋は図２に示す水
およびコーヒー容器を囲む２つの密封リッジの上に嵌合される。独立シールは、水運搬パ
イプを通して以外に、水容器とコーヒー容器の間の空気または水の移動がないことを保証
する。シールはまた、圧縮ガスが水容器の上部内に入れられた場合に、水容器および粉末



(17) JP 2010-528823 A 2010.8.26

10

20

30

40

50

容器がデバイスの作業圧力を蓄積および維持することを可能にする。
【００７７】
　図２を参照すると、係止バヨネット・リングは、バヨネット・コネクタ（１）の周りに
係止して、蓋を正しい位置に押し下げ、デバイス内に生成された圧力に耐えるようにしっ
かり保持されることを保証するために使用される。バヨネット、およびデバイスの本体お
よび蓋の上の水容器（３）の密封リッジ（７）および粉末容器（５）の密封リッジ（６）
の配置により、単一の正確な配向にある場合にだけ蓋を係止することができることを保証
する一方向「キー」パターンが作り出される。他の実施形態では、異なるシステムを使用
して、水および粉末容器に対する所要の密封を達成することができる。これらは、スクリ
ュー・ダウン蓋または他のタイプの拘束システムを備えている。蓋が定位置にある状態で
、安全一方向バルブ・ボール（２）は、蓋の上の整合突起によって押されて、ガス出口経
路を開く。
【００７８】
　圧縮ガス容器は、デバイスのハンドル内に配置されている。ハンドルは、カートリッジ
が穿刺部材の上にねじ込まれるように回転されて、その上でガスはガス入口を通して圧力
調整器に流れる。ガスは、ターゲット圧力まで下げられ、バルブ・スイッチまで続く。す
ぐ前のステップは、再充電可能シリンダまたは圧縮ガスの他の供給が既に、ある長さの圧
力管などのいくつかの他の手段によってガス入口に接続されている本発明の実施形態では
必要ない場合がある。
【００７９】
　使い捨てガス・カートリッジは、約６００ｐｓｉの内部圧力を有する。圧力調整器は、
１３５～１５０ｐｓｉの間のエスプレッソを作るための理想的圧力を生成するように調節
することができる出力圧力を与える。他の実施形態では、この圧力はユーザ調節可能であ
る。
【００８０】
　バルブ・スイッチが作動されると、ガスは安全一方向バルブを通して水容器の上部に流
れることが可能になる。蓋が定位置にない場合、安全一方向バルブ・ボールは、ガス流を
遮断するように保持ばねに対して押される。
【００８１】
　図３を参照すると、蓋（１）が定位置にある場合、突起（５）は、安全一方向バルブ・
ボールの上部を押して、ガス出口パイプ内に押し下げ、ガス流のためにパイプを開口する
。
【００８２】
　ガスが水容器の上部に流れると、チャンバの上部で空気を加圧する。この圧力は、水を
水容器の底部から水運搬パイプを通してコーヒー容器の上部に押し込む。水運搬パイプの
直径は、水が蓋に内蔵された水分散ユニット（４、および詳細図４Ａ）にぶつかるように
十分な速度で流れることを保証する。水拡散ユニットは、コーヒーの表面上で均一に水を
噴霧する。
【００８３】
　水が流れ続けると、コーヒー容器の上部を急速に満たし、正確に挽いたコーヒーが定位
置にある状態では、理想的な作業圧力まで蓄積し、その上でエスプレッソの成分全てを正
確に抽出処理および生成することができる。エスプレッソは、コーヒー容器の底部から、
出口マニホールドを通して１つまたは複数の飲料容器内に流れる。出口マニホールドは、
単一または二重出口を含む異なる出口構成に応じるように変えることができる。
【００８４】
　バルブが開放されると、ガス流は停止され、水容器内に残っている任意の加圧ガスは、
スイッチ内の二次バルブ・ポートを通して逆流することが可能となり、ここで調整された
方法でデバイスから出ることができる。ガスはまたコーヒー・チャンバおよびその出口を
通して逃げることができるので、スイッチの二次出口方法は、カップ内へのコーヒー流（
または滴り）をさらに防ぐ主チャンバから圧力を迅速に放出する。圧力の迅速な放出によ
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りまた、エスプレッソの生成が終了したほぼすぐ後に、蓋を安全な方法で開くことが可能
になる。
【００８５】
　本発明の圧力流は、図２Ａ、２Ｂおよびプロセス・フロー・チャート図２Ｅで見ること
ができ、ガスは圧力調整器を通して圧縮ガス容器から流れる。オペレータがバルブ・スイ
ッチを押した場合、二次バルブ・ポートが閉じられ、一次バルブが開かれて、ガスが安全
一方向バルブに向かって流れることが可能になる。蓋が開くと、ガス流は安全一方向バル
ブによって中断される。蓋が閉じられると、蓋内の突起は、安全一方向バルブを開き、ガ
スが水容器内に流れることが可能になる。コーヒーの上部の上の水分散デバイスが粉末容
器内に保持された状態で、ガスの圧力は拡散される水運搬パイプを通る前に水を押す。そ
こから、粉末コーヒー・チャンバを通して出口システム内に下に通過し、そこで分散口を
介してデバイスから出る。バルブ・スイッチを開放することにより、一次バルブ・ポート
を閉じ、密封された水および粉末容器内の任意の大気圧を超える圧力が二次バルブ・ポー
トを通して放出されるように、スイッチを通してガス経路を構成する。
【００８６】
　本発明でのガス流および加圧は、図２Ａ、およびプロセス・フロー・チャート図２Ｅで
見ることができる。図２Ｅを参照すると、抽出サイクルは、オペレータがデバイスに抽出
混合物、熱湯および圧縮ガス容器を装填した状態３０４で開始する３０２。ハンドルは、
ガス容器が穿刺される３０６まで、前方にねじ込むように回転される。ガスは、圧縮ガス
容器から圧力調整器に流れる３０８。圧力調整器は、正しい圧力に到達するまで低すぎる
圧力を大きくする３１２、または高すぎる圧力を小さくする３１４のいずれかによって、
ガス出口圧力３１０を調節する。圧力調整器は、デバイスが動作している全期間、この調
節プロセスを続ける。オペレータがバルブ・スイッチを押す３１６と、二次バルブ・ポー
トが閉じられて３１８、ガスが安全排出口を介して出るのが防止され、一次バルブ・ポー
トが開かれる３２０。本構成のガスの動作経路が図２Ａに示されている。再び図２Ｅを参
照すると、ガスは安全一方向バルブ３２２に向かって流れる。蓋が開くと、ガスは一方向
バルブによって中断される。蓋が閉じられ、バヨネット・リングに対して定位置に係止さ
れている３２４と、予備注入が起こる３２５。蓋が完全に閉じられている場合、蓋内の突
起は安全一方向バルブを開き３２６、ガスが水容器に流れ、これを加圧する３２８ことが
可能になる。ガスの圧力が水を押し、その後、水は、水移動および出口パイプを通り３３
０、そこで水は、粉末容器内に保持されたコーヒーの上部の水拡散デバイスで拡散される
３３２。そこから、粉末コーヒーまたは抽出物質を通して３３４出口システム内に下に通
過し、そこで分散口を介してデバイスから出る３３６。バルブ・スイッチを開放する３３
８ことにより、一次バルブ・ポートを閉じて３４０、調整器およびガス容器からのこれ以
上のガス流を防ぎ、二次バルブ・ポートを開く３４２。これは、密封された水および粉末
容器内の任意の大気圧を超える圧力が二次バルブ・ポート３４２から放出されるように、
スイッチを通してガス経路を再構成する。オペレータは、コーヒー容器から任意の使用済
み抽出混合物またはコーヒー粉末を取り除き、デバイスから使用済みガス容器を取り除く
３４４。これにより、抽出サイクルが終了する３４６。
【００８７】
　図４－１～図４－４その後、図１～４を参照すると、所要の水圧をポータフィルタに運
ぶための代替デバイスおよび方法が図示されている。これらの図は、後の補正によって番
号が付け直される。購入したカートリッジ１内に貯蔵された、または外部ポンプ機構を通
して既存のカートリッジ内に再充填されたいずれかの圧縮空気（またはＣｏ２）を使用す
ることによって、ケトル１９内の水を加圧し、ポータフィルタ内のコーヒー粉末３２を通
して押し込むことができ、その結果、消費者に満足を与えるコーヒー飲料が生成される。
圧縮空気またはガスの使用により、電気ポンプの必要性がなくなり、ほぼ無音の動作が行
われ、図６に示す設計から分かるように、片手で保持および使用されるように設計するこ
とができる。通常使用での単一の小さなカートリッジは、カートリッジの交換または再充
填を必要とする前に、約４０のエスプレッソ・ショットを生成することができる。



(19) JP 2010-528823 A 2010.8.26

10

20

30

40

50

【００８８】
　デバイスを使用するためには、ユーザは最初、ポータフィルタ・バスケット２７にコー
ヒーまたはコーヒー・ポッドを充填しなければならない。これは、ポータフィルタ係止機
構２１を開放し、ポータフィルタ・ハンドル２０を引き下げることによって達成される。
ポータフィルタ３４は、ポータフィルタ３４の端部がヒンジ３５の後ろからスライドする
ことができる状態で、ヒンジ３５の周りを旋回する。これにより、ポータフィルタをデバ
イスから完全に取り除くことが可能になり、ポータフィルタ・バスケット２７の補充を容
易にすることができる。ポータフィルタ・バスケット２７はまた、洗浄する目的でポータ
フィルタ３４から取り除くこともできるが、普通の動作では、ポータフィルタ・アセンブ
リ全体は蛇口の下で単にすすがれるだけである。ポータフィルタにスタンド３１ａを加え
る、または別個の保持ユニットを加えることにより、卓上または他の平らな表面に置かれ
た場合にポータフィルタおよび全ユニットの安定性が与えられる。
【００８９】
　ユーザがポータフィルタの補充を完了すると、ポータフィルタの端部はヒンジ３５の後
ろに再挿入され、ポータフィルタは係止位置に旋回される。これにより、ポータフィルタ
・バスケット２７をポータフィルタ圧力シール３３に対して密封する。ユーザはその後、
人差し指を使用して、ポータフィルタ係止機構２１を最上位置に押し込んで、圧力シール
３３に対して高圧力を生成し、ポータフィルタが非係止位置に旋回することができないこ
とを保証する。
【００９０】
　エスプレッソを生成するためにデバイスを使用する直前に、ユーザは圧力カバー・ハン
ドル１３を使用して反時計回りに４分の１回転させることによって、外部圧力カバー１２
を取り外す。外部圧力カバー１２が摺動ロック３８によって定位置に係止されると、ユー
ザは最初、摺動ロック・ハンドル３７を使用して摺動ロック３８を元に移動する。このデ
バイスの安全機構は、安全圧力ロック９内に組み込まれている。ケトル内にかなりの内部
圧力がある場合、圧力は圧力ロック９に取り付けられたピストンに伝達される。これによ
り、ピストンが上に押されて、戻りばね１０を圧縮し、圧力ロック・ピンを上方向に押し
、摺動ロック３８の経路を遮断し、したがってユーザが外部圧力カバーを回転させるのを
防ぐ。内部圧力を放出するために、ユーザは手動放出ボタン１６を押し下げることができ
る。これにより、圧力は手動圧力放出パイプ４０を通して圧力安全ロックの現在露出され
ている内部ピストン領域に、排出口４１および排出口３９を通して、ケトルを囲んでいる
内部キャビティ内に排出され、ここで過剰圧力、流体または蒸気は、ユーザの手から離れ
てポータフィルタの近くのデバイスの底部に設けられた排出口を通して逃げることができ
る。内部圧力が低いまたはない場合、戻りばね１０は安全ロック９を収縮位置に保持し、
摺動ロック３８をハンドル内に戻して移動させ、圧力カバーを回転させ取り除くことが可
能になる。
【００９１】
　外部圧力カバーを回転させることにより、外部圧力カバーにしっかり取り付けられた内
部圧力カバー１１も回転し、その結果、ケトルの密封が解除され、圧力カバーが容易に取
り外される。
【００９２】
　ユーザは、指標３６によって示されたレベルまで内部ケトル１９に沸騰湯を充填し、フ
ィラー・キャップ１２を交換する。水温は、フィラー・キャップ１２を閉じ、デバイスを
出力容器の上に位置決めするのにかかる数秒にわたって１９７°Ｆ～２０５°Ｆの理想的
な温度範囲まで僅かに低下する。ユーザはその後、親指スイッチ１５を操作する。ロック
が外部圧力カバーの上のその全前方位置まで移動されなかった場合に、摺動ロック３８は
親指スイッチ１５が前方に移動するのを防ぐ。圧力カバーが回転されず、それによって圧
力カバーの上表面の間隙が摺動ロックがこれを通して移動する経路と位置合わせされる場
合に、ロックを前方に移動させることはできない。この安全機構は、ユーザが容器上に再
充填キャップを置くことができるが、その係止位置に回転させることができない状況を防
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ぐ。
【００９３】
　親指スイッチ１５を前方に摺動する際に、ガス放出ピストン１４は下に移動されて、ガ
スがピストンの中心に穿孔された孔を通して流れることが可能になる。ケトルへの圧力の
均一な供給を保証するために、調節可能なガス調整器３は、ガス・キャニスタの直後に含
められる。ユーザは、調節ねじ４を使用して調整器の出口側に生成されたガス圧力を調節
することができる。ガス調整器は、既によく知られている普通の構成要素である。
【００９４】
　ガスの温度は、圧縮形から非圧縮形に変化すると急激に下がる。これは、冷却の原理の
１つである。冷却されたガスをケトル内の水と接触させることは悪影響がある。というの
は、これによりケトルの水温がその理想的な抽出抽出処理温度より下に下がる場合がある
からである。熱電対５は、これを通してガスがチャンバの出口側まで移動しなければなら
ない多様な経路を設けることによって、ガスの膨張および加温チャンバとして働き、熱電
対ユニット内に含まれた高い熱伝導性の銅ディスクと多重接触する。ディスクは、内部チ
ャンバとデバイス・ハンドル７の内側の外部領域の間の熱交換部として働く。代替実施形
態では、ガスは代わりに、調整器５から出て、ハンドル７の内部を巡って経路を作る単一
のパイプを通して進み、ガス放出ピストン１４に再び接続することができる。これにより
、ガスはより高温の表面と接触する。これらの表面は順に、デバイスを保持するときにユ
ーザの手から伝達される熱による有用な温度上昇を受ける。
【００９５】
　ガスは、超過圧力安全バルブ出口２４を通して、構成要素１４の出口を通過する。構成
要素２４は、出口に対して保持され、その後ばねの助けをかりて出口を密封するボール軸
受として特徴付けられた普通の構成要素である。内部圧力がボールおよびばねによって与
えられた圧力を超えた場合、ボールはそのシリンダ内に押し込まれて、ガスがボールを通
しておよびばねハウジング領域に設けられた排出口を通して逃げることが可能になる。こ
の設計では、ガスは、下向きにユーザから離れて向けられている、ケトルを囲んでいるキ
ャビティ内に排出される。
【００９６】
　カートリッジからのガスはその後、圧力放出ボタン１６に取り付けられたピストンの裏
側を通して、手動圧力放出ピストンに再びつながる小さな圧力パイプ４０を通して、最終
的にポート４１を介してケトル内に進み続ける。
【００９７】
　ケトル内の圧力は、ガス調整器によって認められる圧力に到達するまで蓄積されて、ケ
トル内の水を出口ポート２６を通して下に押す。水は、水分配格子２９の上に広がる。分
配格子は、ディスクであり、これを通して多くの小さな孔が開けられている。格子は、ポ
ータフィルタ・バスケットの表面の上への水の均一な分配を促し、それにより残りの水が
最小の耐性の１つの経路だけではなくコーヒーを通る多数の経路をとる。これにより、よ
り多くのコーヒー粉末が水に曝されて、コーヒーからのエッセンシャル・オイルおよび他
の化合物のより完全な抽出処理が促されて、より優れたベース抽出処理およびクレマにつ
ながる。
【００９８】
　十分な水がデバイスを通して流れると、ユーザは親指を摺動スイッチ１５から外して、
ハンドルに向かって引き戻すことが可能になる。これにより、ガス放出ピストンが、その
戻りばねによって刺激された上方向に移動することが可能になり、キャニスタからのガス
流を遮断する。
【００９９】
　ユーザがエスプレッソに（ラテまたはカプチーノなどのために）泡立ち牛乳のつけ合わ
せを望む場合、牛乳を加熱する外部源、および飲料に入れるための牛乳を準備するために
市場で既に利用されている多くの泡立てデバイスのいずれかを使用することができる、ま
たは牛乳を準備するために、図４－３および図４－４に示したデバイスの一実施形態を使
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用することができる。
【０１００】
　図４－３および図４－４に示す発明の代替実施形態は、ケトル１８の底部に内蔵された
加熱素子に電力を与えるための電源および制御ユニットを使用する。加熱素子は、制御ユ
ニットによって自動的に操作され、２つの可能な温度、エスプレッソを生成するのに理想
的な温度、または蒸気を生成するのに適切なより高い温度に水を加熱する。表示灯は、ユ
ニットがいずれかのモードでの動作の準備ができている場合を示す。ユーザはその後、本
発明で前に説明したようにエスプレッソを生成するために親指スイッチを操作する、また
は牛乳を加熱し泡立てるためのスチーム管を操作するいずれかである。
【０１０１】
　図４－３は、電源として標準的プラグを使用する例示的な設計を示している。電力は、
オン／オフ・スイッチ４３で制御される。電力は、ワイヤ４５を通って制御ユニット４７
に流れる。制御ユニットは、蒸気センサ５４および／または水温センサ５７から温度入力
を受ける。スチーム管スイベルは、電力制御ユニットに位置情報を与える。スチーム管が
閉位置にある（デバイスのハンドルの底部のスロット内側に押し込まれている）場合、電
力制御ユニットは、水加熱素子の電源を入れ、水が飲料を生成するのに適当な温度にされ
たデータを制御ユニットに水温センサが与えるまで「待機」表示灯５２を示す。この時、
制御ユニットは水加熱素子の電源を切り、「準備」表示灯５３を表示する。温度が所定の
レベルに再び下がると、水加熱素子に再び電力を与え、準備ライトを切り、温度が正しい
レベルにされるまで待機ライトを表示する。
【０１０２】
　主なケトル内の加圧源は、入口圧力管の下に、スチーム管から不注意に流れる水から保
護するＵ字形屈曲部５５を含むように適合されている。逆流防止バルブなどの他の保護シ
ステムを使用することもできる。スチーム管からの蒸気流は、蒸気制御マニホールドの内
部にあっても外部にあってもよい蒸気制御バルブに接続する回転ノブ５６を使用して制御
される。
【０１０３】
　スチーム管が図４－３に示す開または「下」位置にある場合、電力制御ユニットは蒸気
センサからの温度データを使用し、水の上のキャビティ内の蒸気に適当な温度に到達する
まで水加熱素子の電源を入れる。適当な温度に到達すると、ユニットは水加熱素子をつけ
たままにするが、「準備」表示灯を表示する。蒸気ユニットが使用されている場合に蒸気
の準備供給を一定に生成させ続けるためには、水への熱の一定の供給が必要である。
【０１０４】
　ユニットは、ユニットが危険な運転温度に到達することができないことを保証するため
に水温センサを使用して、この温度に到達した場合に加熱素子を遮断する。加熱素子が過
剰温度状態により遮断された場合、加熱素子はユニット全体のスイッチが切られ、再びス
イッチが入れられるまで切り替えられない。待機表示灯５２および準備表示灯５３は、過
剰温度状態に到達した場合に繰り返しサイクルで共に点滅して、ユーザに故障状態を警告
する。
【０１０５】
　本発明はその実施形態全てで、主電源からの電力を利用することに限るものではない。
設計に適当な電池を加えて、蓄積電源または再充電可能な電源を使用することもできる。
電力をユニットに供給するために、一体化された電源を備えた特殊なホルダ・スタンドを
使用することもできる。
【０１０６】
　本発明はまた、単なるエスプレッソ以外の飲料を生成することもできる。コーヒー・ポ
ッドを保持するようにポータフィルタを適応させることによって、ポータフィルタはまた
、ホット・チョコレート、紅茶、フレーバー・コーヒー、およびそのように設計された任
意の他のタイプの飲料などの飲料に混合物を与える他のタイプのポッドを使用することも
できる。
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【０１０７】
　図５および６は、本発明により構成されたデバイスの商業的実施形態を示している。図
５は、ガス源がデバイスから離れている種類を示している。図６は、ガス源が熱湯源と連
通している、および水源がデバイスと連通している構成を示している。基本的に、これら
の実施形態は、異なる構成要素をデバイス外部のより大きな構成要素まで延ばし、その後
供給ラインで接続させることができることを示している。これにより、高容量の使用が可
能になる。
【０１０８】
　本発明は、その精神または基本的特徴から逸脱することなく、他の特殊な形態で具体化
させることができる。記載した実施例は、全ての態様において、単に例示的なものであり
制限的なものではないと考えるものとする。したがって、本発明の範囲は、前述の説明よ
りはむしろ、添付の特許請求の範囲によって示される。特許請求の範囲の相当物の意味お
よび範囲内にある全ての変更形態は、その範囲内に含まれるものとする。

【図１】

【図２】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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